
　事業概要等

１　債務負担行為設定理由
　　設備投資事業の債権の１／２を保全するため、小規模企業者等設備貸与事業円滑化補助金によって貸倒積立に必要な額を補助し   
　ているが、債権額の残りの１／２を保全するため、割賦事業45％（保証金10％徴収後の１／２）、リース事業50％について債務負
　担行為を行い損失補償をする。（平成21年～平成26年度設定分）

【調整の内容】
 要求どおり計上。
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（財政課長調整結果）


	P222 

